
１ 月５日に １ 会 事会が開

され、 の現 告と本年度 会 仕

少年 仕の事業 についての説明があ

りました。 の 問の りとい

う事で、 も出 されました。

に引き き、 記 の 円

と 会 の を います。 会 は

１人 円です。 者は 事まで。

月１８日の例会は 会です。お間 えな

いように。

委員会　 　

　 も しましたが、 月２５日の 間例

会は 会 の還 のお いを します。現在

２ の会 から 事をいただいておりますが、

２１ の出 でございます。 を出されていな

い方は めにお願いします。

会 委員会　 　

　 月２日 後 時３０分より、 の

の が開 されます。場所は さ

ん です。 合は 時２０分までにお まりくだ

さい。多くの会 の出 をお願いします。
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会員研修委員会　 　

　 月は の 月間です。 国３の

から 出された の

が年数 の会合を開 しております。

　 の は 年 の１５３年に され

ました。国 の正 な を た

雑 です。現在、年間の 会費の に１

円の を んでおりますので、

を 払って んでいるという が い

ンが多いようです。 ンであるた

めには 務が課せられております。

の が から 雑 として認 を

たのは１８０年 月号からです。

　また、 月は の 月間の かに、

本 と 率 上月間でもあります。

には や 、 くに が い 、 々な

理 から に けない が １ ２０００万人

いるそうです。 の 会が られず、大人に

なっても の み書きが出 ない人が ５

万人もいます。 の原 にもなるそうした

を改 するため、 では を作

り、 書を り、さらには を てるなど

で を っています。

税務署署 、お しい ありがとう

ございます。　 　

事 して参りました。大変ご をお

けしました。 からのお いありがと

うございました。　

月２日の の 参加よ しくお願いし

ます。　

日でした。　　

今日 さんの 日です。ありがとうござい

ます。 が で １ になりました。

　 　

　 　 　　２５０００円

　今　 　　１５０００円

　累　計　　２６０，０００円

（前回の続き／小野敏雄 様）

　 に の話ですが、３０年 に分

して や 日本 などに分か

れましたが、 は から でしたので

定 を ８００ 円 みまして、 ３％

で して、 の５００ 円を しておりまし

たが、現在、 が５００ 円そのままで、 益

が２２ 円と 減しているのが現 です。

では１００円を のに１３１２円かかる で、

１日の は１５ と とんどが

間の です。 の年間 は 円

で、 に２０年間で３０ 円の 費がかかりま

す。 でこの を めて する場合は年

間 円のお がかかり、 分は年間

円になります。 は１３ の 、 ５

を ス に めており、 る８ を

少しお を出して存 、国も もその事につい

ては に すと話は出て ません。 も

は ス を めています。 は

会と で、 が変ったのでその辺

の話がどうするのかは現 では んでおりませ

ん。しかし、周りの は非 に しい に

なっております。 の 円を予

から 出してでも を する きか。例え

ば除 費と同 ですから、除 を めて

を するかなど の合 が れるか考

えなければなりません。 にとって 性に

を求めるのか、 ス した時の影響は、

した場合の 付 の の 、 場

との の 、 開 など 々な

が必要だと思います。

　 後に の についてです。 国に１３００ あ

る の 、 では か所あります。

の の は でもあり、２０１年度に登録

申請 ン予定で、 が考えているのは、

ではなくて を 加しいく、

の 導 の をする として考え

ております。 の の３つの ですが、

２時間 なトイ 、 。
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　この３つの がなければならないとされて

います。しかし一番の 要な所は３番 の

でありますが、 の場合はどうなっ

ているかと申しますと、 スト ンは作らない。

しかし、 として きを させる事が出

まいか、 を使ったおにぎりなど

イ トが出 ないか、などその程度のもの

を考えており、あとは 加 などのお

の になると思います。その程度しか今の所

は考えていませんので、 としては

やはり しいものがあり、皆さんの知 を り

て していかなければならないと思います。

しかし、現在 の方々に話を って っ

てもなかなか話に っていただけないのが現

です。現在、この の で想定しているのが、

り上 ２００万円 、１日３００人 １５００円、年

間１３ ０００人の を考えております。 が

しない の は 例が多く、 ト率

を める方 が必要である。 を かした

として ス や との

の で、 を考える事も良いの

ではという もあります。 の の 本

は１１月 までに する予定ですので、

ト を ち上 て、皆さんに を

出して しいと思います。 や て

、 との複合 を に入れたり

と、 々な事を考えて の に かしていけれ

ばと思っております。今現在 ではあの

を として たに作 しており、

くない 、 の問題も の問題を め

た考え方を と の皆 に す時 に

ていると思っております。皆さんの を き

ながらこの の に んでいく人間として、

あるポ ンに皆さんがおりますので、

ご をお かせいただければと思います。

今の の 々の 課題がこのようになっ

ておりますので、 これらを に入れながら

皆さんとお話させていただければと思っており

ます。本日はご ありがとうございました。

来賓卓話「消費税軽減税率制度のポイント」
　 税務署 　飯塚　秀都様

　本日は消費税の軽減税率制度のポイントとい

う事でお話をさせて きます。今 ３０分という

限られた時間ですので、話 めるときりがない

のでポイントを ってお話をさせて きます。

　ポイントとして２つありますが、まず に

軽減税率の になる取引、いわゆる など

ですが、それと軽減税率 後の請求書、令和

５年１０月１日、５年後ですが、適格請求書 保

存方 、いわゆるインボイス制度について れ

たいと思います。まず に制度 の 要を

お話いたしますと、今年の１０月１日から消費税

の税率が８％から１０％に変わります。これに合

わせて軽減税率が同時に されます。一 の

について１０％ではなく８％が適 されます。

それで軽減税率の は かと申しますと、お

、外 を除く と、 ２ 以上 の

定 の が になります。それでは

日々の取引ではどのような影響が出るかと申し

ますと、一般消費者ではなく一般事業者として

ですが、 理の方 が 変 になるという事

で、要するに取り い が８％と１０％に分け

た 理が必要になります。事業者の には

の取り いが い方もおりますが、 定申

告の に 分たちの必要 費の にはこれに

する もありますので、いずれにしても８％

と１０％を 分けした 理が必要になる事を 理

解いただきたいと思います。以上 ですが制

度の 容をお話しました。

　それでは１つ のポイントですが、軽減税率

の についてお話いたします。既に皆さ

ん でご 知だと思いますが、 に説

明いたしますと、 と となっていま

すが、 では定 に き され

る で、 ２ 以上 されるもの、いわゆ

るご で取っている で、スポ も

も になります。ただ、 などの

で っている は定 ではないの

で軽減税率の にはなりません。また、

で トによる ス をしているもの

がありますが、これは ト スという事
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で、これは軽減税率の にはなりません。

いて についてですが、お で

１％以上入っているものは 外となり、外

や ン て 事を作ってく

れる ス なども 外となっています。

それ以外の については軽減税率になりま

す。 でよく話に出ますが、おまけの付い

たお 一 は税 き 格が１万円以

下で、 の 格が める 合が２ ３以上の

場合は が軽減税率の になり、それ以外

は 税率になります。また ン など

、 外 などがありますが、

は１０％、 外 の ポ ン などは

という事で８％になります。ざっくり言っ

てこのようになります。

　 月の国税 の で してます

個 事 の と言うのがありまして、そこ

に 加された を少しお話いたします。 みり

ん はどうなのかという話上がりましたが、み

りんはお という事で１０％となりました。ただ、

みりん と書かれたものは として８％で

す。 ン などで われるお 、

などで の が付いた に

入ったものですが、これは を っているので

はないので として軽減税率になります。

の 分だけ１０％になる事はございません。ま

た、 などで われる 題

や りなどは１０％、その で 分で っ

てくる は８％になります。 の ンや

お などは る所があるので軽減税率の に

はなりません。ただ、 などで

で っている さんなどはどうかと言

うと、 と の人と らかの を

している場合は として、 の場合は８％の

軽減税率になります。 る人が って、 った

人がどこで るかは 手ですのでそのように

なります。 などのお で ト

が られていますが、これはその という

事で ていくのが原則ですから１０％、 の

と ン など は んで

いくが ン は って ると言う場合は、

う時 での 思 で１０％と８％の いが出

てきます。 しなければならないのは、余っ

たから って るのは、 ていく 思 が

あったので１０％になります。 々と 加になっ

ていますので をご になって

認してみるのも良いと思います。

　２つ のポイントは帳簿と請求書です。１０月

から まるのは 分記載請求書 保存方 で、

請求書や領収書、ス の トも めて

８％と１０％に 分けして書いてください、 分

けしないと８％の方が認められない スが出

てきます。１０％になってしまって仕入れ控除が

認められない事になります。私たちは現在、事

業者 けに説明会を開 していますが、 に帳

簿の付け方とか請求書 の仕方などに説明

を トしています。ここが今 の改正消費税

の 、ポイントになります。これが令和５年

１０月からインボイス制に変わります。今 のポ

イントで複数税率が入った事が、後々納税者に

多きく影響してくると言われています。今 の

１０月１日から令和５年 月３０日までの 分記載

請求という事ですが、いわゆる請求書に分けて

書いてくださいという事で、 トもそうな

んですが、分けて書いていないと が出 な

いという事で、ちゃんと分けておいてください

という事です。５年間でこの方 に れて い

て、令和５年１０月よりインボイスに り わる

ことになります。日本 で言いますと、適格請

求書 保存方 と言う事になります。これは

かと言いますと、 を 分けして書くのは変

わらないのですが、適格請求書を作るには事業

者として登録する必要があると言う事がポイン

トになってきます。令和５年までは請求書に

第10回　９月11日（水）　天候 / 晴
寄 寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄



ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ
寄 寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄

分されて書かれていればそれで認めるが、令和

５年１０月からはその請求書や領収書を作る人が

ちゃんとした事業者だと認定されていると言う

のが必要になってきます。税務署に届ける事に

よって認定して、事業者としての番号を振り分

けられますので、その番号を記載した請求書や

領収書を保存する必要があります。今までは取

引相手が１０００万以下の免税業者であれば、課税

事業者の届け出を出していない場合がありまし

た。課税事業者であれば１０００万円になっていな

ければ申告する必要がありませんでしたが、今

度はこのような人達と取引をする場合でも適格

請求書でなければだめだと言う事になり、番号

を申請しなければならなくなります。このよう

な方は課税事業者になり、申告しなければなら

なくなりますので、ここが納税者の方にとって

影響するポイントになると思います。一般の消

費者の方には８％、１０％と変わらない限りは影

響はないと思いますが、個々の事業者の方には

大きな影響があると思います。諸外国では既に

このインボイス制度が使われており、日本は帳

簿性と言う事でやっていましたが、ここで問題

になってくるのが輸出など、非課税取引を巡っ

た不正な還付を受けたり、払わなかったりとい

う事例も多くあり、批判のある益税というもの

もありまして、２８年の税制改正の時、この複数

税率いわゆる軽減税率の導入と同時にしっかり

とした仕入れ控除を正しくさせるためにこの制

度を導入しようと言う事になりました。まだ令

和５年と言う事で５年間ありますので、余裕は

あると思いますが、あっという間に時が過ぎる

と思います。インボイス制度を入れるという事

は、私の個人の予想では消費税の税率がどんど

ん上がっていくのかなという気がしますので、

このような制度を良く理解していただければと

思います。このインボイス制度の受付は、令和

３年１０月１日から受付ますが、令和５年１０月１

日から登録を受けるには、原則として令和５年

３月３１日までに登録申請する必要があります。

現在、説明会を開いていますが個人事業者の方

の参加が少なく、５年後大変な事になりますの

で必死に説明に歩いている所です。まだ５年あ

ると考えずに、皆さんも周知ご理解をお願いし

ます。

　以上、雑駁ですが掻い摘んだ、つまみ程度の

説明で大変恐縮ではございますが、その辺はご

容赦願って、本日の軽減税率制度のお話とさせ

ていただきます。ありがとうございました。



１ 月２２日、 イ ン ０周

年記 会に出 して参りました。

現会 に ン がいらっしゃる

という事で、ち っとうらやましく思ってい

る所です。

２ 会より

ト１ ト３の受 者の 会 に

が届いています。

より、 と １５号によ

る 大 の のお願が て

います。後 ど を しますので、皆

の 大なるご をお願いします。

日、 大会での イトの につい

て参加者の皆 に を させていただ

きました。

より１０月例会 を受領しました。

１８ ト 会本登録の

を受領しました。

明日は 定例理事会 に 会 で

す。 者はよ しくお願いします。

理 さんおめでとうございます。　

今日は私の にありがとうございます。

　 　

　 　

理 おめでとうございます。　 　

余 がの ました。　

せです。　 　

ありがとうございます。　 　

きいたかも。 しました。　 　

の ご参加ありがとうございました。

　

の 定 が取れました。ありがとうご

ざいます。 大 に きます。　

　 　 　　２００００円

　今　 　　１２０００円

　累　計　　２２，０００円
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